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防犯活動アドバイザー運用要綱の制定について（通達）

防犯活動アドバイザーの運用について、別添のとおり「防犯活動アドバイザー運用要綱」

を制定し、令和８年４月１日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。

（生活安全企画課安全・安心まちづくり推進係）



別添

防犯活動アドバイザー運用要綱

１ 趣旨

この要綱は、生活安全部生活安全企画課に配置する防犯活動アドバイザー（以下「アド

バイザー」という。）の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

２ 責務

アドバイザーは、生活安全部生活安全企画課長（以下「生活安全企画課長」という。）

の指揮監督の下、企業、地域住民、各種防犯団体等に対する防犯講話、街頭啓発活動等を

行い、各種犯罪に対する県民の防犯意識を向上させることにより、被害の未然防止に資す

ることを責務とする。

３ 職務

アドバイザーは、次に掲げる職務を行う。

(1) 犯罪被害防止に関する企業、地域住民、防犯団体等と警察との連絡調整

(2) 犯罪被害防止に関する防犯講話の実施

(3) 地域住民等に対する防犯対策等各種情報の提供

(4) 地域住民等による防犯パトロール、防犯診断、防犯講話、広報活動等の自主活動に対

する指導及び助言並びにこれらの活動への参加

(5) 犯罪発生状況の分析及び犯罪被害防止に関する活動に必要な資料の作成

(6) その他生活安全企画課長から命ぜられた事項

４ 活動区域

アドバイザーの活動区域は、大分県内とする。

５ 身分証明書

(1) 警察本部長は、アドバイザーを任用したときは、防犯活動アドバイザー身分証明書（第

１号様式。以下「身分証明書」という。）を交付するものとする。

(2) アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、身分証明書を携帯し、関係人から求

められた場合は、これを提示しなければならない。

(3) アドバイザーは、破損、紛失等により身分証明書の再交付の必要性が生じた場合は、

遅滞なく防犯活動アドバイザー身分証明書再交付申請書（第２号様式）により再交付を

申請すること。

(4) アドバイザーは、退職等によりその身分を失った場合は、速やかに身分証明書を返納

しなければならない。

６ 遵守事項

アドバイザーは、その職務を行うに当たり、次の事項を遵守するものとする。

(1) 活動場所を管轄する警察署の生活安全課員及び生活安全刑事課員と緊密に連携するこ

と。

(2) 防犯講話を行うための技術を磨き、資料等の収集に努めること。

(3) 生活安全企画課長等に対する適正な報告及び連絡に努めること。

(4) 常に細心の注意を払い、受傷事故、交通事故等の防止に努めるとともに、各種法令を

遵守すること。

(5) その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。



(6) 職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様

とする。

７ 教養の実施

生活安全企画課長は、アドバイザーの職務を効果的に推進するため、アドバイザーに対

する教養を実施するものとする。

８ その他

この要綱に定めるもののほか、アドバイザーの運用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



第１号様式

（表）

8.0㎝

第 号

防犯活動アドバイザー身分証明書

写 真 氏名

5.5

３㎝×2.5㎝ ㎝

上記の者は、大分県警察防犯活動アドバイザーであること

を証明する。

年 月 日交付

大分県警察本部長 印

（裏）

取 扱 心 得

１ 職務に従事する場合は、必ず本証を携帯し、関係人から

請求があったときは、これを提示しなければならない。

２ 本証は、活動目的以外に使用してはならない。

３ 本証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

４ 本証を破損し、又は紛失したときは、その旨を遅滞なく

交付者に届け出ること。

５ 防犯活動アドバイザーの身分を失ったときは、本証を遅

滞なく発行者に返納しなければならない。



第２号様式

年 月 日

生活安全部生活安全企画課長 殿

所属

氏名

防犯活動アドバイザー身分証明書再交付申請書

下記の理由により、防犯活動アドバイザー身分証明書の再交付を申請します。

記

理 由


